
　

中
小
企
業
組
合
制
度

　

中
小
企
業
の
組
合
制
度
と
は
、
中
小

規
模
の
事
業
者
、
勤
労
者
な
ど
が
相
互

扶
助
の
精
神
に
基
づ
き
組
織
化
し
、
共

同
し
て
事
業
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ

て
、
技
術
・
情
報
・
人
材
等
お
互
い
の

不
足
す
る
経
営
資
源
を
補
完
す
る
た
め

の
組
織
で
す
。そ
の
根
拠
は
中
小
企
業
等

協
同
組
合
法（
以
下「
組
合
法
」と
い
う
。）

と
中
小
企
業
団
体
の
組
織
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
団
体
法
」
と
い
う
。）
に
規

定
さ
れ
て
お
り
、
①
事
業
協
同
組
合
②

事
業
協
同
小
組
合
③
火
災
共
済
協
同
組

合
④
信
用
協
同
組
合
⑤
協
同
組
合
連
合

会
⑥
企
業
組
合
⑦
協
業
組
合
⑧
商
工
組

合
⑨
商
工
組
合
連
合
会
を
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
の
他
に
街
づ
く
り
や
地
域

商
業
の
活
性
化
を
図
る
た
め
の
商
店
街

振
興
組
合
法
に
基
づ
く
商
店
街
振
興
組

合
・
同
連
合
会
が
あ
り
ま
す
。

協
同
組
合
、
企
業
組
合
、
協
業
組
合

▽
事
業
協
同
組
合
（
組
合
法
）

　

中
小
企
業
者
が
主
体
性
を
維
持
し
、

相
互
扶
助
の
精
神
に
基
づ
い
て
、
共
同

で
生
産
・
加
工
・
購
買
・
販
売
等
の
事

業
を
行
い
、
組
合
員
が
組
合
の
事
業
を

利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
組
合
員
の

経
営
の
近
代
化
・
合
理
化
を
図
る
こ
と

が
目
的
で
す
。
最
近
で
は
異
業
種
・
融

合
化
連
携
に
よ
る
技
術
等
の
経
営
資
源

の
相
互
補
完
に
よ
り
、
新
規
事
業
展
開

を
目
指
す
組
合
も
出
て
ま
い
り
ま
し
た
。

▽
企
業
組
合
（
組
合
法
）

  
個
人
の
組
合
員
が
自
己
の
資
本
と
労

働
力
の
す
べ
て
を
組
合
に
投
入
し
、
組

合
自
体
が
一
個
の
企
業
体
と
し
て
事
業

を
行
う
も
の
で
、
個
人
が
創
業
す
る
際

に
、
会
社
に
比
べ
て
設
立
時
の
事
務
手

続
き
が
比
較
的
簡
単
に
法
人
格
が
取
得

で
き
、
し
か
も
有
限
責
任
の
メ
リ
ッ
ト

を
享
受
で
き
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
簡

易
な
会
社
と
も
い
う
べ
き
組
織
で
す
。

　

最
近
で
は
企
業
を
リ
タ
イ
ア
し
た
人

材
や
、
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の

主
婦
、
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
事
業
者
等
が
自
ら
の

経
験
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
て
働
く
場

を
作
ろ
う
と
す
る
場
合
に
も
活
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

▽
協
業
組
合
（
団
体
法
）

　

お
互
い
の
事
業
の
全
部
あ
る
い
は
一

部
を
組
合
に
統
合
（
協
業
）
し
て
企
業

規
模
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、

生
産
性
の
向
上
や
合
理
化
を
達
成
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
組
合
で
す
。
こ
の

場
合
組
合
員
は
組
合
の
事
業
と
実
質
的

に
競
争
関
係
に
あ
る
よ
う
な
事
業
は
こ

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

古
い
設
備
を
廃
棄
し
、
最
新
鋭
の
設

備
を
共
同
で
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
生

産
工
程
を
協
業
化
す
る
ケ
ー
ス
、
原
材

料
の
仕
入
れ
や
販
売
部
門
を
効
率
化
す

る
た
め
数
社
で
協
業
化
す
る
ケ
ー
ス
、

部
品
加
工
業
者
と
完
成
品
メ
ー
カ
ー
に

よ
る
一
貫
生
産
に
活
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス

等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

事
業
協
同
組
合
の
役
割
と
性
格

　

設
立
に
あ
た
っ
て
は
、
発
起
人
は
勿

論
の
こ
と
設
立
同
意
者
及
び
事
務
局
が

組
合
の
役
割
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、

そ
の
性
格
及
び
運
営
上
の
原
則
に
つ
い

て
も
十
分
に
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
不

可
欠
で
す
。

▽
役
割

　

共
同
経
済
事
業
を
通
じ
て
組
合
員
の

抱
え
て
い
る
事
業
上
の
問
題
点
の
解
決

を
図
り
、
組
合
員
の
経
済
的
地
位
の
向

上
を
図
る
こ
と
が
基
本
で
す
。

▽
性
格

①
人
的
結
合
体

　

事
業
協
同
組
合
は
、
共
同
し
て
事
業

を
実
施
す
る
組
織
で
あ
る
た
め
、
組
合

員
相
互
の
結
び
つ
き
を
中
心
と
す
る
人

的
結
合
体
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い

ま
す
。

・
相
互
扶
助

・
議
決
権
、
選
挙
権
の
平
等

・
加
入
脱
退
の
自
由

・
出
資
口
数
の
制
限

②
自
主
的
組
織

　

事
業
協
同
組
合
は
、
構
成
員
が
自
ら

の
意
思
に
よ
り
加
入
し
、
事
業
活
動
や

運
営
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り

立
つ
組
織
で
す
。

③
事
業
の
特
性

　

事
業
協
同
組
合
は
、
中
小
企
業
者
が

共
同
し
て
事
業
を
行
う
た
め
の
組
織
で

あ
り
、
そ
の
事
業
に
よ
っ
て
、
組
合
員

の
経
済
活
動
の
機
会
を
確
保
し
、
自
主

的
経
済
活
動
の
促
進
と
経
済
的
地
位
の

向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

た
め
、
事
業
協
同
組
合
の
事
業
は
組
合

員
の
事
業
活
動
に
関
連
す
る
も
の
に
限

ら
れ
ま
す
。

④
組
織
構
成
の
自
由
性

　

事
業
協
同
組
合
の
構
成
要
件
は
、
組

合
員
が
中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と
、
４

人
以
上
の
加
入
者
が
あ
る
こ
と
が
組

織
・
構
成
上
の
要
件
で
あ
り
、
こ
れ
を

満
た
す
限
り
構
成
に
つ
い
て
の
制
限
は

あ
り
ま
せ
ん
。

▽
協
同
組
合
原
則

中
小
企
業
組
合
制
度

組
合
Ｑ
＆
Ａ
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①
相
互
扶
助

②
加
入
脱
退
の
自
由

③
議
決
権
、
選
挙
権
の
平
等

④
剰
余
金
配
当
の
基
準

⑤
組
合
員
へ
の
直
接
奉
仕
（
組
合
と
組

合
員
と
の
取
引
を
通
じ
て
組
合
員
の
経

済
活
動
を
助
成
す
る
）

⑥
政
治
的
中
立

協
同
組
合
設
立
の
目
的

　

組
合
事
業
を
通
じ
て
の
組
合
員
企
業

の
経
営
の
近
代
化・合
理
化（
問
題
解
決
）

を
図
る
こ
と
で
す
。

事
業
の
種
類
と
し
て
は
経
済
事
業
、
教

育
情
報
事
業
、
福
利
厚
生
事
業
が
あ
り
、

経
済
事
業
の
う
ち
、
組
合
員
が
か
か
わ

る
ど
の
事
業
を
共
同
化
し
て
い
く
の
か

が
組
織
化
の
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

協
同
組
合
の
組
織
構
成

▽
組
織

①
規
模（
構
成
員
の
規
模
、事
業
の
規
模
、

組
合
員
の
利
用
量
）

②
地
区
（
事
業
の
経
済
性
、
組
合
員
の

結
束
性
、
組
合
員
資
格
者
の
地
域
的
分

布
）

③
出
資
（
事
業
量
に
見
合
っ
た
資
金
量

の
確
保
、
自
己
資
本
の
充
実
、
財
政
基

盤
の
確
立
）

▽
運
営
組
織

①
総
会
（
組
合
員
全
員
を
も
っ
て
構
成

す
る
最
高
の
意
思
決
定
機
関
）

ⅰ
定
款
の
変
更
、
ⅱ
規
約
の
設
定
、
変

更
又
は
廃
止
、
ⅲ
毎
事
業
年
度
の
収
支

予
算
及
び
事
業
計
画
の
設
定
又
は
変
更
、

ⅳ
経
費
の
賦
課
及
び
徴
収
の
方
法
、
ⅴ

決
算
関
係
書
類
の
承
認
、
ⅵ
役
員
の
選

任
及
び
リ
コ
ー
ル
、
ⅶ
組
合
員
の
除
名
、

ⅷ
そ
の
他

②
理
事
会
（
業
務
遂
行
に
つ
い
て
の
意

思
決
定
）

ⅰ
代
表
理
事
の
選
任
、
ⅱ
組
合
員
の
加

入
の
承
認
、
ⅲ
持
分
の
譲
渡
の
承
認
、

ⅳ
出
資
口
数
減
少
の
承
認
、
ⅴ
理
事
の

自
己
契
約
の
承
認
、
ⅵ
総
会
の
召
集
の

決
定
、
ⅶ
総
会
提
出
議
案
の
決
定
、
ⅷ

総
会
に
お
い
て
決
定
し
た
事
業
の
遂
行

及
び
そ
の
細
目
の
決
定
、
ⅸ
そ
の
他

③
役
員
（
理
事
、
監
事
）

・
理
事
は
組
合
と
の
委
任
契
約
に
基
づ

き
、
善
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
っ

て
そ
の
職
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
し
、
法
令
、
定
款
、
規
約
の
定
め

及
び
総
会
の
決
議
を
遵
守
し
て
、
そ
の

職
務
を
行
う
べ
く
忠
実
義
務
を
負
っ
て

お
り
ま
す
。

・
理
事
は
理
事
会
を
構
成
し
、
業
務
遂

行
の
決
定
に
参
画
す
る
と
と
も
に
、
代

表
理
事
に
よ
る
業
務
遂
行
の
監
視
的
役

割
を
果
す
べ
き
集
団
と
し
て
の
機
能
も

あ
り
ま
す
。

・
理
事
が
任
務
懈
怠
に
よ
り
そ
の
責
任

を
果
た
し
得
ず
、
組
合
に
損
害
を
与
え

た
と
き
は
、
そ
の
理
事
は
連
帯
し
て
組

合
に
対
し
損
害
賠
償
の
責
に
任
じ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
監
事
の
職
務
は
、
組
合
の
業
務
及
び

会
計
監
査
を
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

（
大
規
模
組
合
で
な
い
、
組
合
員
数
が

１
０
０
０
人
以
下
の
組
合
は
、
定
款
に

お
い
て
監
事
の
監
査
範
囲
を
会
計
に
限

定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。）

・
監
事
は
理
事
又
は
組
合
の
使
用
人
と

兼
務
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

④
代
表
理
事
（
組
合
代
表
権
、
業
務
遂

行
権
）

・
理
事
会
に
お
い
て
決
定
し
た
業
務
を

現
実
に
遂
行
す
る
職
務
を
担
当
す
る
必

要
常
置
機
関
で
す
。

・
代
表
理
事
が
組
合
の
た
め
に
行
っ
た

行
為
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
組
合
の
行

為
と
な
り
、
そ
の
効
果
は
そ
の
ま
ま
組

合
に
帰
属
し
ま
す
。

⑤
事
務
局
（
総
会
、
理
事
会
の
決
定
事

項
が
代
表
理
事
に
よ
っ
て
実
際
に
具
体

化
す
る
部
門
）

・
事
務
局
は
組
合
運
営
の
要
で
、
総
会

や
理
事
会
の
決
定
に
基
づ
い
て
、
実
際

に
組
合
事
業
の
遂
行
に
当
た
る
の
は
事

務
局
で
す
の
で
、
そ
の
体
制
を
確
立
し
、

組
合
運
営
に
情
熱
を
も
っ
た
優
秀
な
人

材
を
迎
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

組
合
の
設
立

　

組
合
を
設
立
す
る
に
は
、
所
管
行
政

庁
の
認
可
を
要
す
る
な
ど
法
律
に
定
め

ら
れ
た
一
定
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　

設
立
を
ご
検
討
の
方
は
、
予
め
中
小

企
業
団
体
中
央
会
の
設
立
相
談
室
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。

　

中
小
企
業
団
体
中
央
会

　

中
小
企
業
団
体
中
央
会
は
、
組
合
法

に
よ
り
、
中
小
企
業
の
組
合
等
を
会
員

と
し
て
設
立
さ
れ
た
公
益
性
の
高
い
法

人
で
、
全
国
中
央
会
と
47
都
道
府
県
中

央
会
か
ら
な
る
中
小
企
業
団
体
の
地
域

指
導
機
関
で
す
。

　

中
央
会
で
は
、
組
合
の
設
立
や
運
営

の
支
援
、
あ
る
い
は
中
小
企
業
グ
ル
ー

プ
の
経
営
に
つ
い
て
の
相
談
に
応
じ
る

と
と
も
に
、
国
や
地
方
公
共
団
体
の
施

策
等
を
、中
小
企
業
組
合
を
通
じ
て
個
々

の
中
小
企
業
者
に
啓
蒙
・
普
及
し
て
い

く
事
業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

	

◎
詳
細
は

　

設
立
相
談
室
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